
　１．開示請求

　開示請求受付件数（件） 35  

　２．開示決定等

　＜開示決定等件数＞

件数（件） ％

35  －

34  97.1

1  2.9

　＜延長手続＞

件数（件） ％

32  91.4

3  8.6

　３．不服申立て等

件数（件）

　　不服申立て件数 0  

　　訴訟件数 0  

件数（件）

　　諮問件数 0  

　　答申件数 0  

（注）

苓北町情報公開の状況

　「開示請求受付件数」と「開示決定等件数」とは、受付後の取下げられたために開示決定等件数に計上されて
いないものや開示請求受付件数は１件であっても分割して開示決定等が行われ開示決定等が複数件になって
いるもの等があり、その差が未処理件数とは限らない。

　開示決定等件数

　　うち、開示決定又は部分開示決定

　　うち、不開示決定

　　期間内（３０日以内）に処理されたもの

　　期間延長がなされたもの

　４．情報公開審査会における諮問受付及び答申状況


